
3

　

２
月
16
日（
月
）か
ら
役
場
に
お

い
て
も
臨
時
に
確
定
申
告
会
場
を

設
け
、
受
付
を
行
い
ま
す
。
会
場

は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
速
や

か
に
申
告
が
で
き
る
よ
う
提
出
書

類
の
確
認
等
の
用
意
を
事
前
に
済

ま
せ
て
、下
記
の「
申
告
に
必
要
な

も
の
」を
持
参
の
う
え
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
申
告
会
場

に
パ
ソ
コ
ン
を
設
置
し
、
簡
易
電

子
申
告
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、

従
来
ど
お
り
書
面
に
よ
る
申
告
も

受
付
し
ま
す
。

臨
時
開
設
場
所

　

役
場　
３
階　
大
会
議
室　

開
設
期
間

　

２
月
16
日（
月
）

　

〜
３
月
16
日（
月
）

※
土
日
を
除
く

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◎
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て

　

お
早
め
に

　

津
島
税
務
署
で
は
、
所
得
税
・

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
贈

与
税
の
確
定
申
告
会
場
を
次
の
と

お
り
開
設
し
ま
す
。

開
設
場
所

　

津
島
商
工
会
議
所

　

津
島
市
立
込
町
４
丁
目
１
４
４

番
地

開
設
期
間

　

２
月
13
日（
金
）

　

〜
３
月
16
日（
月
）

開
設
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

開
設
期
間
中
、
津
島
税
務
署
で

は
、
申
告
書
の
提
出
は
で
き
ま
す

が
申
告
書
の
作
成
指
導
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
土
日
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

２
月
22
日（
日
）・
３
月
１
日（
日
）

に
限
り
開
設
し
ま
す
。

申
告
書
作
成
・
問
い
合
わ
せ
先

•
国
税
庁

　

　w
w
w
.nta.go.jp

「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

を
利
用
す
る
と
、
簡
単
に
申
告
書

を
作
成
で
き
ま
す
。

•
確
定
申
告
テ
レ
フ
ォ
ン
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
６
７（
２
６
）２
１
６
１

※
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
い
、

「
０
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
・
納
付
期
限

•
所
得
税
お
よ
び
贈
与
税

３
月
16
日（
月
）　

•
個
人
事
業
者
の
消
費
税

３
月
31
日（
火
）

◉
確
定
申
告
書
の
郵
送
先

　

〠
４
９
６

－

８
７
２
０

　

津
島
市
良
王
町
二
丁
目
31
番
地

の
１

　

津
島
税
務
署

※
整
理
の
都
合
上
、
午
後
４
時
30

分
ま
で
に
受
付
を
済
ま
せ
て
く

だ
さ
い
。

受
付
で
き
る
申
告

•
町
県
民
税
申
告

•
確
定
申
告
の
う
ち
次
の
方
の
申

告
❶
給
与
所
得
、
年
金
収
入
な
ど
の

雑
所
得
、
一
時
所
得
の
あ
る
方

の
確
定
申
告

❷
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

❸
事
業（
営
業
・
農
業
等
）、
不
動

産
所
得
、
配
当
所
得
の
あ
る
方

の
確
定
申
告

※
❷
❸
に
つ
い
て
は
、内
容
に
よ
っ

て
は
受
付
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

•
本
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
住
民
税

を
試
算
で
き
ま
す
。

受
付
で
き
な
い
申
告

　

青
色
申
告
、
譲
渡
所
得
の
あ
る

方
の
確
定
申
告
、消
費
税
、贈
与
税
、

相
続
税
の
申
告
は
税
務
署
（
申
告

期
間
中
、
津
島
商
工
会
議
所
の
申

告
会
場
）に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
べ
て
記
入
し
申
告
書
を
提
出

す
る
場
合
は
、
会
場
内
に
税
務

署
行
き
の
ボ
ッ
ク
ス
が
用
意
し

て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

•
認
印

•
筆
記
用
具

•
計
算
機

•
平
成
20
年
中
に
支
払
っ
た
社
会

保
険
・
生
命
保
険
・
地
震
保
険

料
な
ど
の
支
払
金
額
の
分
か
る

控
除
証
明
書
や
領
収
書
、
障
害

者
手
帳
な
ど

個
別
に
必
要
な
も
の

•
給
与
、
年
金
、
報
酬
な
ど
の
所

得
が
あ
る
方

　

源
泉
徴
収
票
、
支
払
調
書
な
ど

•
事
業
所
得
の
あ
る
方

　

収
支
内
訳
書（
事
前
に
作
成
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
）

•
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

　

平
成
20
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

費
の
領
収
書
お
よ
び
そ
れ
を
個
人

別
に
集
計
し
た
も
の
と
、
保
険
等

で
医
療
費
が
補
て
ん
さ
れ
た
方
に

つ
い
て
は
そ
の
補
て
ん
額
が
分
か

る
も
の

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
税
務
課

　

内
線
１
７
５
・
１
７
６

　

中
小
企
業
の
事
業
主
の
方
々
を

対
象
に
、
所
得
税
確
定
申
告
・
消

費
税
確
定
申
告
の
個
別
指
導
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

申
告
期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と

大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
で
き

る
だ
け
早
い
機
会
に
お
出
掛
け
く

天王通り

津　島
税務署

文化
会館

海
部
総
合
庁
舎

津
島
警
察
署

津島市役所

天
王
川
公
園

津
島
神
社

至弥富

至名古屋至一宮

至
名
古
屋

津島商工会議所

県道名古屋津島線

津
島
駅

確
定
申
告
会
場
開
設
の

お
知
ら
せ

役
場
で
の
申
告
会
場
の

開
設
に
つ
い
て

個
人
事
業
者
の
方
へ

所
得
税
・
消
費
税
確
定
申
告

の
ご
相
談
は
、
商
工
会
へ


